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文教厚生委員会 会議録
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和７年３月１７日（月）

午前９時３０分開会、午前１１時５３分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）付託された議案の審査

①議案第２６号 令和７年度土浦市国民健康保険特別会計予算

②議案第２７号 令和７年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

③議案第２８号 令和７年度土浦市介護保険特別会計予算

④議案第４２号 令和６年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

⑤議案第４３号 令和６年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（４回）

⑥議案第４４号 令和６年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第４回）

（２）その他

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 矢口 勝雄

副委員長 田中 義法

委 員 吉田 千鶴子

委 員 鈴木 一彦

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（３名）

保健福祉部長 羽生 元幸

高齢福祉課長 刈山 和幸

国保年金課長 武井 衛

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

〇矢口委員長 ただ今から文教厚生委員会を開会いたします。全員の出席でございま

す。委員の皆さんにお願いです。審査の中で委員長報告の中に意見として入れたい事

項がありましたら、発言するときに意見として入れたい旨をおっしゃってください。

それでは、協議事項（１）付託された議案の審査に入ります。サイドブックスは、本

会議、令和７年、第１回定例会、事前配布資料、議案第２３号～第２８号、令和７年

度一般特別会計予算書を御準備ください。議案第２６号、令和７年度土浦市国民健康

保険特別会計予算を議題といたします。執行部より説明をお願いします。

〇武井国保年金課長 議案第２６号、令和７年度国民健康保険特別会計予算について

御説明いたします。まず、２３６ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、

それぞれ１３１億５，７６７万１，０００円で、対前年度比では５億２，７７９万１，

０００円、３.９％の減となっております。減額の主な要因につきましては、被保険
者数の減少に伴う保険給付費の減額によるものでございます。なお、国保の加入状況

につきましては令和７年１月末現在、被保険者数は２万６，６６４人、前年同月比で

１０７６人減、３.８８％の減となっております。それでは、２３８ページをお願い
いたします。第２表債務負担行為でございます。ジェネリック医薬品利用差額通知業

務委託料につきましては、通知後のレセプトデータによる効果測定が年度を超える場

合があるため、期間と限度額を設定するものでございます。２４２ページをお願いい

たします。歳入から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。１款

国民健康保険税は、歳入予算額の２０.７％を占めるもので、被保険者数の減少によ
り前年度との比較では、８，４７２万６，０００円、３.０％の減となっております。
１項、１目一般被保険者国民健康保険税及び２目退職被保険者等国民健康保険税に区

分されておりまして、更にそれぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金

分の三つの区分の現年課税分と滞納繰越分に分けられております。なお、退職被保険

者等国民健康保険制度は制度廃止となったため、現年課税分ではなく、滞納繰越分の

みとなっております。２４３ページをお願いいたします。２款一部負担金、１項、１

目一般被保険者一部負担金及び２目退職被保険者等一部負担金は、医療機関に支払う

一部負担金を徴収猶予した場合の被保険者から収納した一部負担金を当該費目に入

れるもので、科目計上となっております。２４４ページをお願いいたします。３款使

用料及び手数料、１目督促手数料は、国保税納付に係る督促手数料です。なお、督促

手数料につきましては令和４年度から廃止となっておりますので、歳入は過年度分を

見込んでおります。２４５ページをお願いいたします。４款国庫支出金、１目災害臨

時特例補助金は、東日本大震災の福島原発事故に伴う避難者の国保税及び医療機関等

に支払う一部負担金の減免分を補塡するために交付されるものでございます。令和５

年度実績額と同額を計上しております。２４６ページをお願いいたします。５款県支

出金、１目保険給付費等交付金でございます。１節普通交付金は、被保険者の医療費

である保険給付費の支払に必要な費用が県から交付されるものでございます。２節特

別交付金のうち、説明欄１項目目の保険者努力支援分は、各保険者における医療費適

正化や収納率の向上等、国保が抱える課題に対する取組などの努力に対して点数に応

じた支援金が交付されるものでございます。説明欄２項目目の特別調整交付金分は、

市町村の特別な事情等、例えば２０歳未満の被保険者が多いことなどによる財政影響

があることなどを考慮して交付されるものでございます。説明欄３項目目の県繰入金

（２号分）は、県の国民健康保険運営方針に対する取組状況の評価や、そのほか知事

が認めたものによる額等を勘案した算定額が交付されるものでございます。こちらも
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令和５年度実績額と同額を計上しております。説明欄４項目目の特定健診等負担金は、

特定健康審査の実施に対して国と県がそれぞれ３分の１相当額を負担するものでご

ざいます。２４８ページをお願いいたします。７款繰入金、１目一般会計繰入金でご

ざいます。前年度との比較では、０.２２％の増となっております。１節保険基盤安
定繰入金から６節財政安定化支援事業繰入金及び８節の産前産後保険繰入金は、国が

定める一般会計からの法定分の繰入れでございます。１節保険基盤安定繰入金（保険

税軽減分）は一般被保険者の低所得者に対する保険税軽減７割、５割、２割の軽減分

を県が４分の３と、市が４分の１の負担金を繰り入れるものでございます。こちらは

令和６年度予算額と同額を計上しております。２節保険基盤安定繰入金（保険者支援

分）は、低所得者が多い保険者に対する支援分として、国が２分の１、県と市が４分

の１ずつの負担金を繰り入れるものでございます。こちらも令和６年度の予算額と同

額を計上しております。３節保険基盤安定繰入金（未就学児均等割軽減分）は、未就

学児の均等割、５割軽減分として国２分の１、県と市がそれぞれ４分の１の負担金を

繰り入れるものでございます。４節職員給与費等繰入金は、国保特別会計で負担して

いる人件費等の事務経費相当額の額に対する繰入金でございます。５節出産育児一時

金等繰入金は、出産育児一時金支給額の市負担分３分の２相当額を繰り入れるもので

ございます。６節財政安定化支援事業繰入金は、国保が低所得者や高齢者の加入割合

が多いことなど、保険者の責めに帰することのできない実情に対する繰入れで、財源

は国から交付税措置されるものでございます。７節その他一般会計繰入金につきまし

ては、財源不足等を補塡するために法定外分として計上している繰入金でございます。

なお、令和７年度は、国、県が推進している赤字削減解消の方針に基づき、決算補塡

目的に当たらない経費、例えば、マル福の波及分や保険事業分のみ繰入れとして前年

度と同額の１億円となっております。８節産前産後保険料繰入金は、出産に伴う被保

険者の所得割及び均等割保険税の産前産後期間の軽減分として、国２分の１、県と市

それぞれ４分の１の負担金を繰り入れるものでございます。２項、１目、１節財政調

整基金繰入金につきましては、財源不足を調整するものでございます。つづいて、２

５０ページをお願いいたします。９款諸収入、１目一般被保険者第三者納付金につき

ましては、交通事故等の第三者の不法行為による保険給付について、県国保連合会に

損害賠償の求償事務を委託して収納する賠償金でございます。なお、説明欄の訴訟分

につきましては、令和７年度中に結審した場合の見込額でございます。以上が歳入予

算でございます。つづきまして、２５１ページをお願いいたします。歳出予算につい

て御説明いたします。１款総務費、１目一般管理費は、職員人件費のほか、一般管理

事業の会計年度任用職員１名分の人件費、国保事務執行に係る一般事務費経費で、前

年度との比較では、７.７％の増となっております。一般管理事業の主なものといた
しましては、１１節役務費、手数料は県国保連合会へのレセプト管理システム手数料

及び交通事故等における第三者求償事務の取扱手数料でございます。１２節委託料、

弁護士委託料は、交通事故による第三者の不法行為に係る保険給付の訴訟のため、市

の顧問弁護士に委託する第三者行為訴訟代理人委託料でございます。２５２ページを

お願いいたします。２目賦課徴収費は、会計年度任用職員５名分の人件費のほか事務

経費で、前年度との比較では、１.７％の減となっております。主なものといたしま
しては、１１節役務費の通信運搬費は、国保税納税通知書及び保険証の郵便料、マイ

ナンバーカードの保険証利用の初期設定支援用端末の通信料です。手数料は、金融機

関への紹介手数料や国保加入者の資格給付管理の共同電算処理の国保連合会への手

数料でございます。１２節委託料の電算委託料は、国保加入者の資格給付管理の共同
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電算処理や被保険者証の作成等の電算業務委託料でございます。２５３ページをお願

いいたします。２款保険給付費につきましては、国保の特別会計の歳出予算額１３１

億５，７６７万１，０００円の６７.７％を占めており、前年度との比較では、４.６％
の減となっております。これは被保険者数が減少していることに伴いまして、保険給

付費の総額も減少しておりますが、高齢化や医療の高度化などにより、１人当たりの

医療費については増加傾向にございます。１項療養諸費、１目一般保険療養給付費は、

被保険者の診療や入院時などの給付分でございます。２目一般被保険者療養費は、各

被保険者における保険適用となった柔道整復施術費や、コルセット代などの給付分で

ございます。３目審査支払手数料は、県国保連合会において行う診療報酬明細書の審

査とレセプト電算処理の手数料でございます。２項高額療養費、１目一般被保険者高

額療養費は、１か月間の医療費の自己負担が高額となった場合に、自己負担限度額を

超えた分が支給されるものでございます。２５４ページをお願いいたします。３目一

般保険者高額介護合算療養費は、医療と介護保険サービスのいずれも利用する場合の

負担を軽減する制度で、１年間の医療費と介護料の負担合計額が高額となった場合に、

限度額を超えた分が支給されるものでございます。２５５ページ上段、４項出産育児

諸費、１目出産育児一時金は、被保険者が出産した際に、５０万円を限度として支給

するもので、前年度との比較では、３.３％の減となっております。５項葬祭諸費、
１目葬祭費は、被保険者が死亡した場合に葬儀を執り行った方に葬儀費用として５万

円を給付するものでございます。６項傷病手当諸費、１目傷病手当金につきましては、

新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり、感染が疑われる被用者が療養の

ため労務に服することができないときに、療養中の生活保障として支給するものでご

ざいます。既に適用期間は過ぎてしまっておりますが、時効までに申請する可能性が

あるため、科目計上をしております。２５７ページをお願いいたします。３款国民健

康保険事業費納付金の１項医療給付費分から３項の介護納付金までの当該納付金に

つきましては、県が毎年度、被保険者数や保険給付費の推計を行い、県に交付される

公費等を差し引いて金額を算出し、市町村の所得や医療費の水準に応じて配分される

ものでございます。前年度との比較では、２.３％の減となっております。２５９ペ
ージをお願いいたします。４款保健事業費、１目特定健診等事業費は、保険者に義務

付けられた特定健康診査事業、４０歳から７４歳が対象になっておりまして、生活習

慣病予防対策や生活習慣の改善指導を実施するための経費で、前年度との比較では、

２.４％の減となっております。説明欄１項目目の特定健康診査等事業の主なものと
いたしまして、１２節委託料につきましては、県総合健診協会、医療機関等に対する

特定健診及び特定保健指導の委託料でございます。１８節負担金補助及び交付金の特

定健診関連人間ドック等補助金は、人間ドック、脳ドック受診者の特定健診基本項目

分に対する補助でございます。なお、受診者１人分の費用に対して特定健診基本項目

分が国、県補助の対象となることから、特定健診分のドック受診実績が確定できるよ

う、２項、１目の疾病予防費の市単独分、疾病予防事業の人間ドックと脳ドック検診

補助金と分けて計上をしております。説明欄２項目目の特定健康診査に係るかかりつ

け医からの情報提供事業につきましては、治療の一環として行った特定健康診査の項

目について、医療機関から検査データの提供をいただくものでございます。２項、１

目疾病予防費の説明欄１項目目の疾病予防事業は、市単独分の生活習慣病検診、人間

ドック、脳ドック検診の補助金でございます。説明欄２項目目の医療費適正化特別対

策事業は、診療報酬明細書の点検に係る会計年度任用職員３名分の人件費のほか、事

務経費でございます。２６０ページをお願いします。説明欄３項目目のジェネリック
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医薬品利用差額通知事業は、ジェネリック医薬品利用差額通知に係る委託料でござい

ます。２６２ページをお願いいたします。６款諸支出金、１目一般被保険者保険税還

付金は、一般被保険者分の国保税の過年度分の過誤納付還付金でございます。２６３

ページをお願いいたします。７款予備費は、２００万円の計上でございます。

〇矢口委員長 ただ今の件につきまして、御質問等ございますか。

〇吉田（千）委員 ２４６ページの県補助金のところでございます。保険給付等費が

県から交付されているという、先ほど特別調整交付金分ということで、これは若い人

が多くて税収がなかなか見込まれない。そういう状況に応じて、県のほうから出され

ると、そういうことでよろしかったでしょうか。

〇武井国保年金課長 吉田議員がおっしゃるとおりでございます。ほかにいろいろい

くつか保険基盤安定繰入金ということで、保険税が軽減された分や保険者支援分とし

て低所得者が多い保険者に対する支援金という部分、これも特別交付金ということに

なっております。

〇吉田（千）委員 これの過年度分ですね。２年ぐらい前に遡った数字を教えてくだ

さい。今なければ、後で教えていただければと思います。

〇武井国保年金課長 後で調べて御報告させていただきます。申し訳ございません。

〇吉田（千）委員 要するに若い人の状況など、そういうものが少し見られるかなと

いう、そういう思いからお伺いするものでございます。それから、もう一つ。その上

に保険努力支援分という、これはどういったものなのか教えていただければと思いま

す。

〇武井国保年金課長 保険者支援分、低所得者が多い保険者に対する支援金というこ

とで、国が２分の１、市と県が四分の１、負担金を繰り入れるものでございます。ま

た、先ほど過年度分交付金ということでしたので、直近で令和４年度が６，２１２万

４，０００円、令和５年度が５，５０３万６，０００円で、令和６年度が５，６５８

万８，０００円という金額が特別交付金として過年度分での決算額となっております。

補足になりますが、保険者努力支援分というのは、各保険者における医療費の適正化

や収納率の向上と国保が抱える課題に対する努力に対して点数がつけられるのです

が、その点数によって支援金が交付される仕組みです。

〇吉田（千）委員 そうすると、これはうちはとてもそういうところを頑張っておら

れるので、こういった高い金額なのか。それは私も過年度分が分からないのですが。

〇武井国保年金課長 保険税の収納率が県内でも非常に低くく、大体下から２番目ぐ

らいですから、やはり、県のほうからももうちょっと収納率を上げてくださいという

ようなことを言われております。

○吉田（千）委員 一生懸命がんばっているけれども、収納率がなかなか上がらない

という状況にあるということなんですね。それに応じてこうした金額が算出されてい

るという、そういうことなんですね。

○武井国保年金課長 ほかとしましては、健康診査や保健指導の割合など、そういっ

た部分でも点数化されておりまして、そちらの部分も正直なところ低い状況です。

〇吉田（千）委員 大変努力しているにもかかわらず、なかなか難しい状況にあると

いう。大変ですけれども、今後ともよろしくお願いします。

〇福田委員 ２点ほど教えてください。２５３ページで、この高額療養費ですね。今、

国会でいろいろ問題になってますけれども、利用者が何人ぐらい年間いるのか。それ

から、この高額療養費が個人個人でどのぐらいから高額療養費の対象になるのか教え

てください。
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〇武井国保年金課長 お時間をいただいて、調べて御報告します。申し訳ございませ

ん。

〇勝田委員 吉田委員がおっしゃっていたこととも関連するのですが、なかなか収納

率が良くないですよというのは分かりました。その収納率が低いというのは、やはり、

原因があると思うんです。構造的な問題というか。例えば、さっきおっしゃった低所

得者の方が多いとか、その年齢構成が上だとか、若い方が多いとかっていうことがあ

ると思います。その辺りをどのようにお考えになってらっしゃるか。いわゆる課題で

すよね。収納率に対しての原因と対処をどのように考えているのか。予算の数字とは

若干違うのですが、全体的なものを教えていただけますでしょうか。

〇武井国保年金課長 勝田委員さんがおっしゃるとおりに、確かに年齢構成が高いの

もありますし、本当に国保に入ってる方は自営業の方若しくは退職された方等が６割

ぐらいを占めておりますので、保険料を納められる方は納められるんですけども。ど

ちらかというと、低所得者でちょっと納付が厳しいという方が非常に多いような感じ

がします。やはり、県のほうからも言われておりますが、収納は納税課のほうで対応

しているのですが、そちらとも連携しながら今後やっていくことで、収納率が上がっ

ていけばいいなという期待はあります。

〇勝田委員 率としては低いのは分かったのですが、更に下がっているとか、上がっ

ているとかという傾向はどうなんでしょうか。

〇武井国保年金課長 大体９０％以上は収納率上がってるんですけども、どちらかと

いうと過年度の滞納繰越分、そちらの収納率が非常に悪いので、トータル的に言うと、

現年度と滞納繰越分を入れてしまうと低いという状況でございます。

〇勝田委員 通常の納付分は努力して上がってるけれども、何年も払ってない方に関

しては相変わらず厳しいですよね。積み上がってしまいますからね。

〇武井国保年金課長 多分、これは国保税だけではなくて、市県民税でも滞納繰越分

の収納率が低いという傾向は同じだと思います。

〇勝田委員 今おっしゃったということは未納率が多い、要は払えない人が多いとい

うのは、やっぱり、これは課の問題だけではないのですが、市民の暮らし向きがよろ

しくないということに感じますので、それを私たちも上げていかなければいけないな

というふうに感じてます。

〇吉田（千）委員 ２５５ページの出産育児一時金のところになりますが、５０万円

ということですよね。本人は窓口償還払ということで、それを超えたものは本人が支

払っているという、そういう状況にあるかと思うのですが、これが現に予算を組んだ

けれども、使う人が少ないよという状況にあるんだろうというふうに伺いました。要

するに、出産をする方が少ないという現状かなというふうに思っておりますが、後で

結構なので、過年度分が分かりましたら、教えてください。

〇武井国保年金課長 支給件数になりますが、令和３年度が１０８件、令和４年度が

６７件、令和５年度が８５件ということで、ばらつきがございますが、大体このくら

いの件数でございます。

〇吉田（千）委員 少し減っているという状況にあるということですね。その人たち

が支給はされてもその後どこに行っているかも分からないので、お子さんが少なくな

るという傾向がここでも見て取れるのかなというふうに思いました。

〇鈴木委員 先ほどの勝田委員の質問に関連しますが、この特別会計についても不納

欠損の対象になってると思いますが、どのような手順で、どのぐらいのスケジュール

感で不納欠損をやっていこうとしてるのか。分かれば教えてください。
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〇武井国保年金課長 実際に市税と同じようなものでして、最初に督促を出して、そ

れから催告という前段は一緒ですし、時効が５年ですので、その後に不納欠損するこ

とになります。それまでは納税課で収納の努力義務を果たしておりますが、どうして

も納められないものに関しては不納欠損、５年経ったら時効で不納欠損するというよ

うな現状でございます。

〇羽生保健福祉部長 不納欠損、そこに行く前にいかにして現年分を納めていただく

かという努力をするのが一番重要で、過年度になってしまいますと、まず取れない、

徴収できないという状況になっております。国保は８期に分かれているので、毎回毎

回その遅れ遅れで来てしまうというケースが多いですから、まず納税課のほうで委託

してますコールセンターで現年度分の遅れているものを中心に督促をしていくとい

うことを努力して、まずはとにかく現年度分を納めてもらう。これは国保だけじゃな

くて市税全般にわたるものなんですけれども、それをまず努力して、過年度分になっ

てしまうとなかなか徴収できずに、１０％、２０％ぐらいしか取れていないというこ

とが現状でございます。いかにして現年度分を抑えて、徴収率、収納率を上げていく

かという努力をまずは最優先でしていく。現年度分を納付書で納めてもらいますけれ

ども、いかにしてその口座振替をやっていくかということで、国保に新規に加入した

人に窓口でまず口座振替の用紙を渡したりして、口座振替の仕組みにできるという手

続もとれるようにここ近年がんばって努力しているという状況でございます。ですの

で、そこをまず中心に重点的に力を入れていくというのが市税全般、国保だけではな

くて、そこをまず努力してやっていくということでございます。市税のほうは入れ替

わりはなくて、会社に勤めている方が多いのですが、国保はどうしても会社を退職し

て、国保に切り替わって、再び就職して、社会保険に切り替わるということで、その

間、国保は１か月しか入ってないから納めなくていいやというような状況がどうして

も多いです。それが滞納の原因になっています。また、口座振替全般にわたることに

なりますが、口座振替にしているけど、口座から落ちないというケースが土浦の場合、

非常に多いです。これまでも給食費などもそうなのですが、全般にわたりまして、給

料が入ると口座は全額引き落としてしまうので、市から振替になる分なんてとってお

かないよというのがどうしても現状で多いというのが土浦の場合の状況ですので、ど

うしてもその収納率が上がってこないというような状況でございます。これは国保に

限ったことではないのですが、特に国保はその傾向が強いと思っておりますので、収

納率がどうしても全市町村の中でもかなり低い状況ということになっています。

〇矢口委員長 収納率の低さというのが国保特別会計の大きな課題だということで、

この点は指摘事項にも入れさせていただきたいと思うのですが、委員の皆さんいかが

でしょうか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 特に羽生部長がおっしゃったように、収納率の低さの原因が過年度分

であるので、現年度分の収納率をまず上げていく。その辺りの意味を含めたことを入

れたいと思います。

〇武井国保年金課長 産前産後の繰入金のほうですが、１月時点で５２件でございま

す。大体予測をすると、令和５年は８５件、大体３か年の平均が８７件くらいですの

で、今年度もそのくらいを見込んでおります。

〇勝田委員 国保には外国籍の方も入りますよね。実際に住民の中において、土浦に

おいても外国籍の方が増えてきていらっしゃるということがあると思います。そのよ
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うな方の国保の収納率というのは、一部の報道などで指摘されることもあります。払

わないで国に帰っちゃうとか。その辺りの傾向をもし掴んでいればお願いします。

〇武井国保年金課長 申し訳ございませんが、現在、外国人の滞納分というのは把握

しておりません。

〇矢口委員長 私から一つ質問させてください。歳入の部分になりますが、国保の会

計が厳しい理由は先ほどおっしゃっていただいたとおり、構成がだんだんということ

で。特に現役世代がほかの健康保険組合員にどんどん転出してしまってるという部分

が大きいのも承知しています。この歳入の一番最初の時に説明がありましたが、保険

料収入は３％減、それに対して人数は３.８８％と、人数のほうが減少幅が大きいと
いうことからすると、先ほどの説明で現役世代が抜けてしまっている部分だと、数字

で合わない気がしますが、ここはどういうふうに考えてこういう歳入の予算を立てて

いるのかなというところが疑問なんですが、いかがでしょうか。

〇武井国保年金課長 どちらかといいますと、人数的には３.８％の減ということで、
保険税に関しては委員長おっしゃるように３％減ということなんですが、大体１人当

たりの大体保険税の単価といいますか、その部分から予算を立てておりまして、大体

どのくらい平均して落ちているかという部分を含めて予算を考えさせていただいて

おります。ですから、確かに人数と保険で３.８％というようにうまくいかないので
すが、おおむね近い辺りを予想しております。

〇矢口委員長 ほかはよろしいでしょうか。

（「はい」という声あり）

〇武井国保年金課長 先ほど福田議員さんから高額療養費の状況ということなんで

すが、人数は分からないのですが、支給件数から見ますと、令和３年度が２万１８１

件、４年度が１万８，８２１件、５年度が２万４１５件ということで、大体１件当た

りの給付額の平均からすると、５万８，０００円から多いときで６万３，０００円が

大体１件当たりの給付額の平均となっております。

〇矢口委員長 それでは、採決をいたします。議案第２６号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第２６号、令和７年度土浦市国

民健康保険特別会計予算は原案どおり決しました。つぎに、議案第２７号、令和７年

度土浦市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。執行部より説明をお願い

します。

〇武井国保年金課長 議案第２７号、令和７年度後期高齢者医療特別会計予算につい

て御説明いたします。２６８ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、そ

れぞれ２６億７，０１３万２，０００円で、対前年度比３，２６１万３，０００円、

１.２％の増となっております。増額の主な要因としましては被保険者数の増加によ
るもので、被保険者数は令和７年１月末現在で２万３，７３６人、前年の同月末との

比較では５９３人、２.５％の増となっている状況でございます。２７４ページをお
願いいたします。歳入から説明させていただきます。１款後期高齢者医療保険料は、

被保険者の医療給付に充てる財源として徴収するもので、年金から差し引かれる特別

徴収と納付書により納付していただく普通徴収に分かれており、対前年度比で０.
７％の増となっております。なお、保険料率は、２年ごとに見直しとなっており、令

和６年度に改定を行っております。２７５ページをお願いいたします。２款使用料及

び手数料、１目証明手数料は保険税納付証明手数料で、納付は市町村取扱いとなって
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いるため、市町村で発行をすることになっております。２目督促手数料は、保険料普

通徴収における督促手数料の収入でございます。２７６ページをお願いいたします。

３款繰入金、１目事務費繰入金は、職員５名分の人件費や電算処理業務委託料などの

事務経費に対する一般会計からの繰入れで、前年度との比較では７.７％の増となっ
ております。２目保険基盤安定繰入金は保険料軽減分を公費で負担するもので、県が

４分の３、市が４分の１を繰り入れ、一般会計に交付された県支出金に市費分を合わ

せて同会計から繰り入れるもので、前年度との比較では０.４％の増となっておりま
す。３目保険事業繰入金は、被保険者の健康増進を図るため、健康診査や人間ドック、

脳ドック受診に係る経費や、令和６年度から新規で実施している高齢者の保健事業と

介護予防の一体的な実施事業委託金分を一般会計から繰り入れるもので、前年度との

比較では１９.２％の増となっております。２７７ページをお願いいたします。４款
繰越金、１目繰越金は、科目計上となっております。２７８ページをお願いいたしま

す。５款諸収入でございます。１目延滞金は、保険料滞納分の徴収に係る延滞金です。

２目加算金は被保険者の行為に基づく保険料の減少分に対する加算分で、こちらは科

目計上となっております。２項、１目保険料還付金は保険料過誤納分の還付金となっ

ております。２目還付加算金は、保険料過誤納分の還付時における加算金です。３項、

１目預金利子は、保険料として市に納付された保険料は納付期限の翌月末までに県広

域連合に納付することになるため、この間の収入金は一旦、歳計外現金として管理さ

れることから利子分が発生することとなり、それを預金利子収入として計上するもの

でございます。以上が歳入予算でございます。つづきまして、２７９ページをお願い

いたします。歳出予算について、御説明いたします。１款総務費、１目一般管理費は

職員人件費のほか、後期高齢者医療事業の事務執行に係る事務経費で、前年度との比

較では７.１％の増となっております。２８０ページをお願いいたします。２款後期
高齢者医療広域連合納付金は、被保険者が納付した保険料等を県広域連合へ納付する

もので、前年度との比較では０.６３％の増となっております。２８１ページをお願
いいたします。３款保健事業費、１目健康診査費は、広域連合からの受託により実施

する被保険者の健康診査を行うための経費で、前年度との比較では７％の増となって

おります。２目疾病予防費は、疾病予防事業と高齢者の保健事業と介護予防の一体的

な実施事業があり、前年度との比較では３５.２％の増となっております。この疾病
予防事業では、広域連合が指定する健康診査の基本項目以外に対する市単独分の健康

診査委託料と人間ドック及び脳ドックへの補助等を行っております。高齢者の保健事

業と介護予防の一体的な実施事業では、保健事業と介護予防事業が連携して後期高齢

者の疾病予防、重症化予防、フレイル予防に取り組み、健康寿命の延伸を目的として

実施するものでございます。２８３ページをお願いいたします。５款予備費は、前年

度と同額の１００万円の計上でございます。

〇矢口委員長 ただ今の説明に対し質問等はございますでしょうか。

〇平岡委員 説明にはなかったのですが、２８１ページの高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施事業で、ハイリスクアプローチ委託料、これはどのような事業にな

りますか。。

〇武井国保年金課長 こちらの委託料は健康状況が不明な方、検診などを受けていな

くてどういう状況なのかという部分を対象に、委託している業者から受診してくださ

いよというような形をとっているものです。また、生活習慣病の重症化予防に関する

相談などの指導の事業を委託しているような部分で、これがハイリスクアプローチの

委託料ということで業者にお願いしております。
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〇平岡委員 しかし、なかなか高齢者はそうは言われても行かないですよね。本当に

意識付けというのは大変難しいかなと思います。

〇矢口委員長 そのほかにはいかがですか。

（「ない」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、採決をいたします。議案第２７号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、議案第２７号、令和７年

度土浦市後期高齢者医療特別会計予算は原案どおり決しました。つぎに、議案第２８

号、令和７年度土浦市介護保険特別会計予算を議題といたします。執行部より説明を

お願いします。

〇刈山高齢福祉課長 ２８８ページをお願いいたします。議案第２８号、令和７年度

土浦市介護保険特別会計予算につきまして、御説明させていただきます。介護保険の

給付事業でありますが、保険事業勘定の歳入歳出の予算の総額につきましては、それ

ぞれ１３５億１，５８２万９，０００円で、対前年度比で５.８％の増となってござ
います。増額の主な理由といたしましては、６５歳以上の人口は令和７年１０月１日

現在で４万１，５７０人、前年度比較では１９人の増、０.４％の増でございますが、
７５歳以上になりますと、２万３，９８６人、前年度同月比で８１８人、３.５％の
増となっている状況でございます。それに伴いまして、要介護認定者数が増え、介護

給付費の増額が見込まれるものでございます。つぎに、２９２ページをお願いいたし

ます。第２表債務負担行為でございます。高齢者見守りキーホルダー事業につきまし

ては、高齢者の緊急時の際に情報提供を迅速に行うためのコールセンターの設置であ

り、多数の個人情報を扱うことから債務負担を設定し、期間及び限度額を定めるもの

でございます。つづきまして、２９６ページをお願いいたします。保険事業勘定の歳

入でございます。主なものについて、御説明させていただきます。１款、１項、１目

第１号被保険者保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の保険料でござ

います。前年度比３.４％の増を見込んでございます。２９８ページをお願いいたし
ます。３款、１項、１目介護給付費負担金につきましては、介護給付費に対する国の

負担分で、居宅サービス給付費の２０％及び施設サービス給付費の１５％が対象とな

ります。前年度比５.４％の増を見込んでございます。２項、１目調整交付金につき
ましては、国庫負担金の調整分で、国の示す交付率によるものでございます。前年度

比８.７％の増で見込んでございます。１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生
活支援総合事業）につきましては、介護予防日常生活支援総合事業に対する交付金で、

事業費の２０％に調整交付金を加えた額が交付対象となります。前年度比で２４.
７％の増を見込んでございます。３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援

総合事業以外の地域支援事業）につきましては、包括的支援事業、任意事業に対する

交付金で、交付率は事業費の３８.５％となり、前年度比０.７％の増を見込んでござ
います。１つ飛びまして、５目保険者機能強化推進交付金につきましては、市町村に

よる高齢者の自立支援、重度化防止の取組を支援するための交付金で、前年比で４９.
２％の減を見込んでおります。こちらにつきましては、毎年のように国の予算が減額

されているという状況から、減額を見込んでいるものでございます。６目介護保険、

保険者努力支援交付金につきましては、市町村による予防健康づくり、高齢者の自立

支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、前年度比０.８％の減を見込
んでおります。２９９ページをお願いいたします。４款、１項、１目介護給付費交付

金につきましては、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の保険料で、保険給付費

の２７％が支払基金から交付されるもので、前年度比５.３％増を見込んでおります。
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２目地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防・生活支援サービス事業費、

一般介護予防事業費の２７％が支払基金から交付されるもので、前年度比２０％増を

見込んでおります。３００ページをお願いいたします。５款、１項、１目介護給付費

負担金につきましては、保険給付費の県の負担分で、居宅サービス給付費の１２.５％
と施設サービス給付費の１７.５％が交付されるもので、前年度比５.３％の増を見込
んでおります。２項、１目地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）につき

ましては、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で事業費の１２.５％が
交付となるもので、前年度比２７.７％の増を見込んでおります。１目地域支援事業
交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）につきましては、包

括的支援事業、任意事業に対する交付金で、事業費の１９.２５％が交付されるもの
で、前年度比０.７％の増を見込んでおります。つぎに、３０２ページをお願いいた
します。７款、１項、１目介護給付費繰入金につきましては、保険給付費の市負担分

で、保険給付費の１２.５％を一般会計から繰り入れするもので、前年度比５.３％の
増を見込んでおります。１目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業の市負担分で、１２.５％を一般
会計から繰り入れするもので、前年度比２４.１％の増を見込んでおります。３目地
域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）につきま

しては、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業の市負担分で、１９.
２５％を一般会計から繰り入れするもので、前年度比０.７％の増を見込んでおりま
す。４目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、低所得者の保険料負担軽減策と

して、保険料段階が第１段階から第３段階の方の保険料負担率を引き下げるため、一

般会計から繰り入れするもので、財源の内訳は国が２分の１、県と市がそれぞれ４分

の１との負担となっており、前年比０.００９％の増を見込んでおります。５目その
他一般会計繰入金の１節職員給与費等繰入金につきましては介護保険事業に携わる

職員の人件費、２節事務費繰入金につきましては事務費に対する一般会計からの繰入

金でございます。２項、１目介護給付費準備基金繰入金につきましては、保険給付費

の不足分を準備基金から取り崩して充当するものでございます。歳入につきましては、

以上でございます。つづきまして、３０５ページをお願いいたします。３０５ページ

から歳出でございます。１款、１項、１目一般管理費につきましては、介護保険事業

に携わる職員２１名の職員人件費のほか、一般管理事業として介護保険事務処理に係

る電算業務委託料等の経費が主なものでございます。２項、１目賦課徴収費につきま

しては、納付書送付料や保険料の算定処理、口座振替処理等の賦課徴収電算業務委託

料が主なものでございます。３６０ページをお願いいたします。３項、１目介護認定

審査会費につきましては、介護保険の認定審査会に係る経費で、介護認定審査会審査

委員３６名に対する報酬とペーパーレス化に伴うシステムの使用料が主なものでご

ざいます。２目認定調査等費につきましては、介護保険の認定調査等に要する経費で、

調査員４名及び事務補助員３名の計７名の会計年度任用職員の報酬や、主治医意見書

の作成手数料、要介護認定委託料などが主なものでございます。３０８ページをお願

いいたします。２款保険給付費、こちらにつきましては保険給付勘定の９４.７％を
占めており、各種介護保険サービスの提供に要した経費として茨城県国民健康保険団

体連合会に支払う費用で、サービス費につきましては国民健康保険団体連合会を通し

てサービス提供事業者へ支払うものでございます。１項、１目居宅介護サービス給付

費につきましては、要介護認定者が利用した居宅サービス費をサービス提供事業者に

支払う費用で、前年度比７.５％の増を見込んでおります。２目特例居宅介護サービ
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ス給付費につきましては、要介護認定者が基準該当事業所を利用した特例居宅介護サ

ービス費をサービス提供事業者に支払う費用で、前年度比１０.６％の増を見込んで
おります。３目施設介護サービス給付費につきましては、要介護認定者が入所してい

る施設において利用したサービス費用を施設事業者に支払う費用で、前年度比３.
１％の増を見込んでおります。５目居宅介護福祉用具購入費につきましては、要介護

認定者が入浴補助用具やポータブルトイレなどの福祉用具購入費について、１０万円

を限度に償還払するもので、前年度比２９.１％の増を見込んでおります。６目居宅
介護住宅改修費につきましては、要介護認定者の方が手すりの取付けや段差解消など

の住宅改修をした際の改修費で、２０万円を限度に償還払するもので、前年度比１５.
４％の減を見込んでおります。３０９ページをお願いいたします。７目居宅介護サー

ビス計画給付費につきましては、要介護認定者が介護保険サービスを利用する際のケ

アプランの作成費用を作成事業者に支払う費用で、前年度比４.７％の増を見込んで
おります。９目地域密着型介護サービス給付費につきましては、要介護認定者が利用

したグループホームや認知症対応型デイサービスなどの地域密着型サービス費用を

サービス提供事業者に支払う費用で、前年度比６.７％の増を見込んでおります。３
１０ページをお願いいたします。２項介護予防サービス等諸費につきましては、要支

援１と要支援２の方への各種介護予防サービスの提供に要する費用でございます。１

目介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者が利用した介護予防サービ

ス費用をサービス提供事業者に支払うもので、前年度比１９.１％の増を見込んでお
ります。３目介護予防福祉用具購入費につきましては、要支援者の福祉用具購入費を

負担割合に応じて１０万円を限度に償還払するものです。４目介護予防住宅改修費に

つきましては、要支援認定者が住宅改修をした際の改修費について、２０万円を限度

に利用者に償還払するものでございます。５目介護予防サービス計画給付費につきま

しては、要支援者が介護予防サービスを利用する際のケアプラン作成費用を作成事業

者に支払う費用で、前年度比１５.５％の増を見込んでおります。３１１ページをお
願いいたします。下の箱になります。３項、１目審査支払手数料につきましては、介

護サービス費や介護予防サービス等の介護保険給付費の請求審査及び支払事務を委

託している国保連合会に対する支払手数料で、前年度比６.３％の増を見込んでおり
ます。３１２ページをお願いいたします。４項、１目高額介護サービス費につきまし

ては、要介護認定者が支払った居宅介護サービス費用が一定額を超えた場合、その超

えた額について償還払する費用で、前年度比６.９％の増を見込んでおります。その
下の箱の５項、１目高額医療合算介護サービス費につきましては、１年間の医療保険

と介護保険を合わせた自己負担額が１定額を超えた場合に、超えた額について償還払

する費用で、前年度比３.８％の減を見込んでおります。３１３ページをお願いいた
します。３１３ページ下の箱になります６項、１目特定入所者介護サービス費につき

ましては、要介護認定者のうち非課税世帯などの低所得者の方が施設に入所した場合

の居住費、食費の自己負担額を軽減するための費用で、前年度比６.７％の減を見込
んでおります。３１４ページをお願いいたします。３款地域地域支援事業費の１項介

護予防生活支援サービス費及び２項一般介護予防事業費につきましては、介護予防日

常生活支援総合事業となります。１目介護予防生活支援サービス事業費につきまして

は、緩和型のホームサービスとして掃除、調理、買い物などの生活支援を行う土浦市

シルバー人材センター及び社会福祉協議会への委託料と、要支援の方又は総合事業対

象者が利用したサービス費用を国保連を通してサービス提供事業者に支払う負担金

で、前年度比１７.２％の増を見込んでおります。２目介護予防ケアマネジメント事
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業費につきましては、総合事業の対象者の方がサービスを利用する際のケアプラン作

成費用について、国保連合会を通して支払う負担金で、前年度比２５.８％の増を見
込んでおります。つぎに、一番下の発行の２項、１目一般介護予防事業につきまして

は、一般介護予防事業を担当する職員の人件費のほか、３１５ページににお移りいた

だきまして、介護予防啓発教室事業や介護予防セルフマネジメント支援事業、地域リ

ハビリテーション活動支援事業に係る経費等で高齢者の方々がいつまでも元気で介

護が必要とならないようにするための事業に要する経費でございます。３１５ページ

下の箱になります。３項、１目任意事業につきましては、介護サービスが本来の目的

に沿った形で提供され、高齢者の自立支援に資するものであるよう、サービス内容の

適正化、介護給付費の適正化を図る介護保険適正化事業や施設入所者の相談や傾聴を

行う介護相談員派遣事業です。３１６ページにお移りをいただきまして、説明欄２段

目の成年後見制度支援事業は、４番目のひとり暮らし高齢者等への食事を配達し、安

否確認を行う高齢者等在宅生活支援配食サービス事業、外出での緊急搬送や保護され

たときに、緊急時の連絡先や警察消防などへの情報提供を行う高齢者等見守りネット

ワーク事業など、高齢者の見守りに係る事業の経費となります。２目在宅医療介護連

携推進事業につきましては、かかりつけ医や多職種の協働による在宅医療と介護を一

体的に提供できる支援体制の構築、運営を図るための事業利用する費用で、人生の最

期まで住み慣れた我が家で暮らし続けることができるような地域づくりを行うため

の人件費及び市民向けの在宅医療や介護、み取りをテーマとした講演会を開催するほ

か、多職種連携研修等や在宅医療介護連携拠点事業に係る費用が主なものでございま

す。３１７ページをお願いいたします。３目認知症総合支援事業費につきましては、

認知症施策推進大綱に沿って共生と予防を両輪とした取組を進め、認知症になっても

住み慣れた地域で暮らしていけるよう、認知症の方やその家族を地域ぐるみで支援す

ることができる体制の構築を図るための経費で、市内２か所で毎月開催予定でござい

ます認知症カフェの運営の委託料や地域包括支援センターうららとかんだつに設置

してあります認知症初期集中支援チームの委託料等が主なものでございます。４項、

１目審査支払手数料につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス費

等の介護保険給付費の請求、審査及び支払事務を委託している国保連に対する手数料

の支払で、前年度比２３.３％の増を見込んでおります。３１８ページをお願いいた
します。４款、１項、１目介護給付費準備基金につきましては、基金利子及び決算剰

余金等を介護給付費準備基金へ積み立てるものでございます。３１９ページをお願い

いたします。下の箱になります。５款、２項、１目一般会計繰出金につきましては、

重層的支援体制整備事業として、一般会計に移行となりました地域包括支援センター

運営事業、介護支援ボランティア制度事業、生きがい対応型デイサービス事業などの

事業に係る１号被保険者及び２号被保険者が負担すべき分について、保険料や支払基

金交付金として、介護保険特別会計の歳入になりますことから、一般会計に繰り出す

ものでございます。

〇矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますでしょうか。

〇田中副委員長 ２９２ページの見守りキーホルダー事業になりますが、何人ぐらい

の方にお渡しされているのですか。

〇刈山高齢福祉課長 ５年度末で１，０２４人でございます。

〇田中副委員長 毎年配っているのですか。

○刈山高齢福祉課長 １回申込みいただければ、そのまま継続して使えるものでござ

いまして、出入りする場合がございますが、不幸にしてお亡くなりになった方や在宅
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ではなくて施設に入所されたときなど、そういった場合には取外しをさせていただき

ます。また、こういった事業についても、民生委員さんや、ケアマネージャーさん、

そちらにお話をさせていただいておりまして、その都度申し込みがあれば、増やして

いくという形をとってございます。

〇福田委員 ３０８ページの居宅介護住宅改修事業、これはすごくいい事業だと思い

ますが、年間の利用者は何人ぐらいでしょうか。。

〇刈山高齢福祉課長 今年度で４万１８８１件です。手すりや段差の改修、階段がき

つくなるとスロープにするですとか、こちらが介護の方でございまして、予防の方が

４，９８９件でございます。

〇勝田委員 高齢者在宅生活支援配食サービスになりますが、配食の頻度が毎日なの

か。週何回なのか。また、どのように申込を受けているのか。必要としてる人に見落

としがないようだといいなという、そういった思いから伺います。

〇刈山高齢福祉課長 配食のサービスでございますが、５年度末の利用者は１２５人、

配食の食数は３万４，１２５食でございます。利用日数は週２回からと最低限を定め

てまして、それ以上でしたら大丈夫だということで、お昼と夕食の２食でございます。

１食当たり個人の利用額が４００円、それを超える部分について市が負担をしていま

す。また、この配食につきましては、委託業者の方が配食をお持ちいただいて、必ず

手渡しをしてくれと。これは安否確認がメインとなってございますので、その安否確

認をやらせていただくということで手渡しとしております。専用容器を使うのですが、

そちらのほうは次の日回収ですとか、別の日に回収させていただきます。中にはその

専用容器が重いものですから、事業者が用意した使い捨ての容器を使っている場合も

ございます。また、栄養バランスを考えておりますので、糖尿病などをお持ちの方に

は特別メニューにも対応するような形をとっております。また、希望により刻み食で

すとか、おかゆというという配慮はさせていただいてます。中には手渡しできなくて、

市のほうに連絡があって安否確認をするというようなことに至ったケースも中には

ございます。特に問題はなかったんですけども、単純に配食を忘れて出かけてしまっ

たというようなことが多いのですが、そういったこともございます。

〇勝田委員 また、認知症カフェのことになりますが、この認知症の問題は本当に自

分も含めて人事ではないということで、同居の父とか母を見てたり、周りを見ても本

当に大変だなという思いをしているところです。そのような中で、市としてもこの認

知症カフェというのを始めていただいて、いい事業だなというふうに思っております。

私は最初の頃は、何回か見に行かせていただいたりしたのですが、最近の実施状況や

参加者の皆さんの様子をお伺いできればと思います。

〇刈山高齢福祉課長 認知症カフェにつきましては、市の委託でやっている場所が２

か所ございます。回数は毎月程度やっておりますが、令和５年度には２４回開催しま

して、３６５名の方の参加、令和６年度は１８回まで終わっておりまして、３３０人

の方が参加されているということでございます。今年度、ふれあい茶屋の登録制度と

いうものを行っておりますが、これは個人で開いていただくものになります。市の委

託ではなくて、自主的な開催という申請が１件ございまして、オレンジリーダーなど

のボランティアをしている方が作っていただいて、そちらのほうで、けやきカフェを

菅谷町で１回開催をしまして、登録が３名になってございます。市の事業で行ってい

るものにつきましては、定着といいますか、同じ方が見えられるのが多くなっている

ので、新規の方を迎えるにはどうしたらいいかというのは課題となっているところで

ございます。また、今後もオレンジリーダー、そういったところから開いていただけ
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るようなことにできればと考えているところでございます。オレンジリーダーから１

件立ち上がったので、そういった成功例をどんどん紹介していって、カフェ自体を増

やせればいいのではないかということで考えているところでございます。

〇勝田委員 オレンジリーダーもすばらしい考えだと思いますので、どうぞ広げてい

ただくようによろしくお願いします。

〇吉田（千）委員 先ほど勝田さんがおっしゃった給食のサービスですね。これはど

のように申込をするのか。そこだけ教えてください。

〇刈山高齢福祉課長 そういった事業について PRをさせていただいて、配食といい
ますか、食事に困ってるという方があれば、市に連絡いただくか、在宅支援、また、

公民館の地域ケアコーディネーターがいますので、そちらにお話を持っていっていた

だいてもこちらに通ります。こちらのほうに来ますと、在宅支援センターで内容を確

認して申込をいただき、そこから配食をいつから始めるかという調整をさせていただ

いております。

〇矢口委員長 こちらも１３５億円ということで、とても大きな金額ですが、財政全

般のことをお伺いさせていただきたいと思います。保険料収入や、収納率、全般的な

ことを少しお話いただければなと思うのですが。

〇刈山高齢福祉課長 収納率につきましては、令和３年度が全体で９９％、特別徴収

は当然１００％になりますので、普通徴収のほうが８９.４％、令和４年が同じく９
９％の普通徴収も同じ８９.４％、令和５年度が全体で９９.１％ございまして、普通
徴収だけでいうと９１.４％と、普通徴収はかなり伸びてきています。ただ、滞納に
つきましては、どうしても出てくるところでございます。徴収については納税課にお

願いしております。また、かなり古い話になりますが、国民健康保険も同じですが、

滞納が進むと保険証を渡さないとか、昔はやってましたけれども、そういうことは今

一切ございませんで、全てに配布してございます。介護保険の場合は不納欠損になり

ますと、支払ができない、当然できなくなりますね。それにつきましては、ペナルテ

ィがございます。国保と違いまして。その不納欠損の例数に合わせて１か月間、１割

負担のところ３割負担いただくとか、２割の場合は４割負担いただくとか、これが不

納欠損の期間が長ければ長いほど、そういう状態になってしまうというところが国民

健康保険とちょっと違うところでございます。そういったペナルティーもあります。

〇矢口委員長 普通徴収の部分は健康保険と同時に聞かれるということなので、健康

保険の徴収率が悪ければ、自動的にこちらも連動してという感じになってしまうので

しょうか。

〇刈山高齢福祉課長 ６５歳以上の方につきましては、介護保険の徴収率ということ

で出てきます。６４歳までの方については、各保険者、いわゆる国民健康保険でした

ら国保、会社の方で市であれば健康保険のほうですね。そちらの方からいただいてお

りますので、この先ほどのパーセンテージについては、６５歳以上の方だけになりま

す。介護保険の特別会計で出ている収入についても、その部分だけになりまして、介

護保険の先ほどの４０歳から６４歳までの方は、高齢者の基金交付金というもので入

っていきます。基金交付金については、収納率関係なく、必要な部分は全額入ってき

ますので、サービス提供の費用には影響はないという形になります。

〇矢口委員長 それと、毎年高い伸びで、この財政規模が大きくなっていくわけです

が、当然、この介護保険ももちろん利用者にとっては必要なものでありますが、どこ

かで抑えていかなければいけない部分もあるでしょう。どうなんでしょう、不適正な
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利用があると言い切れないでしょうが、適正な利用のための働きかけというのは何か

されていることはありますか。

〇刈山高齢福祉課長 いわゆる適正化事業というもので、ケアプランなどの点検を専

門の方に見ていただいて、減らすばかりではなく、逆に増える場合もありますが、適

正な利用に努めていただきたいということと、介護保険の方のペナルティーといいま

すか、ケアマネージャーが計画を作る件数については、いわゆる制限がございまして、

件数がある程度多くなると減額されていくという制度がございます。また、建物は同

じ建物で計画を立てているような場合は、その８０％を超えた部分については減額さ

れるというようなことがございます。そういったところで適正に見ていただきたいと

いうことがございます。また、その適正化の中で先ほどの住宅改修ですとか、福祉用

具の購入についてはケアマネージャーさんですとか、住環境コーディネーターといっ

た福祉用具の専門家がいるんですけれども、そういったところと併せてうちの方で不

自然なものですとか、ちょっと購買がおかしいようなものについては、職員が確認し

て何件かピックアップして、訪問させていただいて指導するということもございます。

そういったところを細々行っております。また、行っているのが医療と介護の突合、

医療費のほうで入院されているとか、そういった方が介護保険を使っているというの

は一定期間が被りますので、そういったところのチェックですとか、国保連合会のほ

うでチェックをかけていただいて、不自然なものがメールチェックリストなどで流れ

てくるというようなことを行っておりまして、うちの方で国保又は主に後期高齢のほ

うに問合せをするとか、そういうことをやらせていただいて、適正化に努めていると

ころでございます。

〇矢口委員長 とても手間が掛かる作業だとは思いますが、必要なことなので、引き

続き努力をお願いしたいと思います。ほかにいかがでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、採決をいたします。議案第２８号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第２８号、令和７年度土浦市介

護保険特別会計予算は、原案どおり決しました。それでは、ここで暫時休憩といたし

ます。

（午前１１時１２分休憩）

（午前１１時２０分再開）

〇矢口委員長 文教厚生委員会を再開いたします。

〇武井国保年金課長 先ほど福田委員から高額療養費の負担の限度額について御質

問がありまして、お手元に国保のガイドブックを配らせていただきまして、その中で

２０ページを御覧いただきたいと思います。２０ページの下段に自己負担限度額の月

額がございます。こちらは７０歳未満の人の場合で、２２ページの方が７０歳以上か

ら７５歳未満の人ということで区分をされておりまして、こちらの自己負担限度額を

見ていただきますと、一番限度額が少なくて済むのが一番下の紫の部分で、住民税非

課税世帯の方は年３回まで１か月当たりの負担額が３万５，４００円、これが限度額

で、これ以上払わなくてもいいっていうことです。逆に一番上にあります９０１万円

を超える所得の方に関しましては、年３回までが２５万２，６００円、年４回目以降

は一番右側の金額になっております。同じように２３、２２ページ、こちらが７０歳
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以上７５歳未満の人の場合ということで、所得区分ごとに１か月の限度額が詳細に書

いておりますので、こちらの方も参考までに見ていただければと思います。

〇矢口委員長 つぎに、議案第４２号、令和６年度土浦市国民健康保険特別会計補正

予算（第４回）を議題といたします。資料は事前配付資料の議案第４５～４６号をお

開きください。執行部より説明願います。

〇武井国保年金課長 追加議案書の５０ページをお願いいたします。議案第４２号、

令和６年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）について、御説明いたし

ます。今回の補正は歳入歳出それぞれ１，３９９万９，０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額を１３７億２，７８８万８，０００円とするものでございます。歳入から

説明させていただきますので、５５ページをお願いいたします。５款県支出金、１目

保険給付費等交付金、１節普通交付金の説明欄１項目目、普通交付金分につきまして

は、高額療養費の増額に伴い、増額分が補塡されますことから、同額を増額補正する

ものでございます。２節特別交付金、特定検診等負担金につきましては、前年度の実

績額の確定に伴い減額補正をするものでございます。６款財産収入、１目利子及び配

当金につきましては、国保財政調整基金積立金の利子の見込額により増額補正するも

のでございます。７款繰入金、１項、１目一般会計繰入金、１節保険基盤安定繰入金

（保険税軽減分）につきましては、一般被保険者の低所得に対する保険税軽減分を県

と市で負担するための繰入れで、額の確定により増額補正するものでございます。２

節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）につきましては、低所得者が多い国保保険者

の支援分として、国２分の１、県と市４分の１で負担するための繰入れで、こちらも

額の確定により増額補正するものでございます。３節保険基盤安定繰入金（未就学児

均等割軽減分）につきましては、未就学児に係る均等割保険税の５割軽減分の支援分

として、国２分の１、県と市で４分の１で負担するための繰入れで、こちらも額の確

定により減額補正するものでございます。４節保険基盤安定繰入金（職員給与費等繰

入金分）につきましては、国民健康保険の事務に関わる職員の給与費や事務委託料を

負担するための繰入れで、第三者行為での訴訟終了後支払の弁護士委託料を令和６年

度に訴訟が終了しなかったため、減額補正するものでございます。８節産前産後保険

料繰入金につきましては、出産に係る被保険者の産前産後期間における所得割及び均

等割保険税軽減分として国２分の１、県と市４分の１で負担するための繰入れで、額

の確定により減額補正するものでございます。２項基金繰入金、１目財政調整基金繰

入金、１節財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算の歳入と歳出の差額

を財政調整基金繰入金で調整するものでございます。９款諸収入、３項雑入、１目一

般被保険者第三者納付金につきましては、第三者行為による保険給付分の賠償金が当

初予算を下回るため減額補正することになり、同２項目及び２節現金給付分２項目に

つきましては、令和６年度に第三者行為の訴訟が終了しなかったため、減額補正する

ものでございます。つづきまして、歳出でございます。５６ページをお願いいたしま

す。１款総務費、１目一般管理費、１２節委託料につきましては、交通事故による第

三者行為の訴訟に関する市の顧問弁護士委託料でございます。令和４年の定例会で訴

訟の提起をお願いしたもので、令和６年度中の和解が困難なために減額補正するもの

でございます。２款保険給付費、１目一般被保険者高額療養費、１８節負担金補助及

び交付金につきましては、令和６年度当初予算を令和５年度の実績予定額で算出して

おりますが、令和５年度の実績額が実績予定額を超えたことと、１月からのインフル

エンザのまん延により増額補正するものでございます。５款基金積立金、１目基金積

立金、２４節積立金の財政調整基金積立金につきましては、国保特別会計から基金会
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計へ国保財政調整基金利子分を支出するために増額補正するものでございます。６款

諸支出金、５目保険給付費等償還金、２２節償還金利子及び割引につきましては、令

和５年度の実績報告に基づき当該補助金の額が確定し、超過交付により返還金が生じ

たため、増額補正するものでございます。７目災害臨時特例補助金償還金、２２節償

還金利子及び割引につきましては、令和５年度の実績報告に基づき当該補助金の額が

確定し、超過交付により返還金が生じたため、増額補正するものでございます。

〇矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 ないようですので、採決をいたします。議案第４２号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第４２号、令和６年度土浦市国

民健康保険特別会計補正予算（第４回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案第

４３号、令和６年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）を議題といた

します。執行部より説明をお願いします。

〇武井国保年金課長 追加議案書５８ページをお願いいたします。議案第４３号、令

和６年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）について、御説明いたし

ます。今回の補正は歳入歳出それぞれ１，７１０万２，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額２６億２，８９６万５，０００円とするものでございます。歳入から説明

させていただきますので、６３ページをお願いいたします。３款繰入金、２目保険基

盤安定繰入金でございます。説明欄１項目目の保険基盤安定負担金、低所得者の保険

料軽減分繰入金につきましては、低所得者の保険料軽減分を公費で負担するための繰

入れで、額の確定により減額補正するものでございます。また、説明欄２項目目の同

負担金の被用者保険被扶養者の保険料軽減分繰入金につきましては、後期高齢者医療

制度加入前に会社の社会保険等の健康保険の被扶養者であった場合、加入後２年間に

限り保険料が軽減となり、その分を公費で負担するための繰入れで、額の確定により

増額補正するものでございます。３目保険事業繰入金につきましては、人間ドック及

び脳ドックの補助決定者数が当初見込みより増加したことに伴い、不足する補助金に

係る保険事業繰入金を増額補正するものでございます。つづきまして、歳出でござい

ます。６４ページをお願いいたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金でございます。後期高齢者医療保険基盤安定納付金につ

きましては、低所得者等の保険料軽減に係る公費負担分を広域連合に納付するもので、

額の確定により減額補正するものでございます。３款保健事業費、２目疾病予防費で

ございます。補助金につきましては、先ほど保健事業繰入金で御説明したとおり、人

間ドック及び脳ドックの補助決定者の増加に伴い、増額補正するものでございます。

〇矢口委員長 ただ今の件につきまして、御質問等ございますか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 ないようでございますので、採決をいたします。議案第４３号は原案

どおり決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第４３号、令和６年度土浦市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案

第４４号、令和６年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第４回）を議題といたしま

す。執行部より説明をお願いします。
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〇刈山高齢福祉課長 議案書６５ページをお願いいたします。議案第４４号、令和６

年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第４回）について、御説明させていただきま

す。今回の補正につきましては、令和６年度収支の見込みに基づき、それぞれの予算

科目において増減を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億２，４６６万１，００

０円を追加し、予算の総額を１３１億５，１４１万４，０００円とするものでござい

ます。７０ページをお願いいたします。歳入でございます。１款、１項、１目第１号

被保険者保険料の１節現年度分特別徴収保険料につきましては収入見込額が当初見

込額を下回ることが見込まれたことから減額、２節現年度分普通徴収保険料につきま

しては収入見込額が当初見込額を上回ることが見込まれたことから増額、３節過年度

分保険料につきましては収入見込額が当初予算額を下回ることが見込まれたことか

ら減額するものでございます。３款、１項、１目介護給付費負担金につきましては、

保険給付費の国の負担分で、内示額に基づき減額するものでございます。２項、１目

調整交付につきましては、国庫負担金の調整分で、交付決定に基づき増額するもので

ございます。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）につきま

しては、介護予防・日常生活支援総合事業の国の負担分で、内示額に基づき減額する

ものでございます。３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外

の地域支援事業）の１節現年度分地域支援事業交付金につきましては、介護予防・日

常生活支援総合事業以外の地域支援事業の国の負担分で、内示額に基づき減額するも

のでございます。２節過年度分地域支援事業交付金につきましては、令和３年度の地

域包括支援センターかんだつに委託している総合相談事業の精算に誤りがあり、過少

交付となっていたことから追加交付を申請し、認められたもので、国の交付決定に基

づき増額するものでございます。４目介護保険災害臨時特例交付金につきましては、

東日本大震災による避難指示区域からの避難者の介護保険料軽減分に対する国から

の補助で、国の交付決定に基づき増額するものでございます。５目保険者機能強化推

進交付金につきましては、市町村による高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支

援するための交付金で、内示額に基づき減額するものでございます。６目介護保険保

険者努力支援交付金につきましては、市町村による予防、健康づくり、高齢者の自立

支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、内示額に基づき減額するもの

でございます。７１ページをお願いいたします。４款、１項、１目介護給付費交付金

につきましては、保険給付費の４０歳から６５歳未満の第２号被保険者の保険料負担

分で、支払基金の内示額に基づき減額するものでございます。２目地域支援事業支援

交付金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業の第２号被保険者の負担分

で、支払基金の内示額に基づき増額するものでございます。５款、１項、１目介護給

付費負担金につきましては、保険給付費の県の負担分で、内示額に基づき減額するも

のでございます。２項、１目地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業につき

ましては、介護予防・日常生活支援総合事業の県の負担分で、内示額に基づき減額す

るものでございます。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外の地域支援事業）の１節現年度分地域支援事業交付金につきましては、介護予防・

日常生活支援総合事業以外の地域支援事業の県の負担分で、内示額に基づき減額する

ものでございます。２節過年度分地域支援事業交付金につきましては、国庫補助金同

様、令和３年度の総合相談事業の追加交付分で、県の決定に基づき増額するものでご

ざいます。６款、１項、１目利子及び配当金につきましては、介護給付費準備基金の

利息で、科目計上のみであったことから増額するものでございます。７２ページをお

願いいたします。７款、１項、１目介護給付費繰入金につきましては、保険給付費の
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市の負担分で、当初の見込みよりも上回ることが見込まれたことから、増額するもの

でございます。２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）につき

ましては、介護予防・日常生活支援総合事業の市の負担分で、当初の見込みよりも上

回ることが見込まれたことから増額するものでございます。３目地域支援事業繰入金

（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の１節現年度分地域支援事

業繰入金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業の市

の負担分で、当初の見込みよりも下回ることが見込まれたことから減額するものでご

ざいます。２節過年度分地域支援事業繰入金につきましては、令和３年度の追加分の

市の負担分を増額するものでございます。４目低所得者保険料軽減繰入金につきまし

ては、国、県の交付決定に基づき増額するものでございます。５目その他一般会計繰

入金につきましては、人件費の見込みにより減額するものでございます。２項、１目

介護給付費準備基金繰入金につきましては、保険料収入や国、県支出金等が歳出に対

し不足する場合、基金を取り崩して充当するもので、今回、歳出に対し歳入が不足す

ることが見込まれたことから、増額するものでございます。９款、１項、１目第１号

被保険者延滞金につきましては、収入見込額が当初見込額を下回ることが見込まれた

ことから増額するものでございます。２項、１目第三者納付金につきましては、収入

見込額が当初見込額を上回ることが見込まれたことから、増額するものでございます。

２目返納金につきましては、介護給付費等の返還金で、返還額に合わせて増額するも

のでございます。つづきまして、歳出でございます。７４ページをお願いいたします。

２款、１項、１目居宅介護サービス給付費につきましては、当初の見込額を上回るこ

とが見込まれたことから増額するものでございます。９目地域密着型介護サービス給

付費につきましては、当初の見込額を上回ることが見込まれたことから増額するもの

でございます。３款、３項、４目総合相談事業費につきましては、令和３年度の総合

事業の追加交付分を事業を委託している地域包括支援センターかんだつに支払うも

のでございます。４款、１項、１目介護給付費準備基金積立金につきましては、基金

運用利息や第三者納付金、介護給付費返還金等を基金に積立てするもので、当初の見

込額を上回る見込みであることから増額するものでございます。

〇矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 ないようですので、採決をいたします。議案第４４号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第４４号、令和６年度土浦市介

護保険特別会計補正予算（第４回）は、原案どおり決しました。以上で当委員会に付

託されました議案等の審査は終了いたしました。執行部からそのほかございますか。

〇羽生保健福祉部長 特にございません。

〇矢口委員長 委員の皆さんからは何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、最後に委員長報告に盛り込むべき事項はございますでしょ

うか。

〇吉田（千）委員 前段のものについて２つで、１つは収納率の件です。その件につ

いて、よろしくお願いしたいと思います。どのように表現するかということはよく考

えないといけないのですが、先ほど様々な観点から見てると、どこの部署も大変では

あると思うのですが、介護を預かる高齢福祉課が本当に人員が少ない中で、これだけ
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の国から下りてくる事業が次から次とあると。そういう中で、人員というくくりの中

でそれをやっていくのはかなり大変だろうなというのを私は感じまして、何とかこの

辺の人員の配置、特に高齢福祉課の預かる部門、国から下りてくる、そういった事業

の多さに比べて、その人員配置を今後しっかり検討していただきたいというような旨

の報告を入れさせていただければなと思いました。

〇矢口委員長 ただ今のこの福祉部門ですよね。人員をより手厚くお願いしたいとい

う旨の提案ですが、委員の皆さんいかがですか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、文言のほうは委員長にお任せいただくということでよろし

いでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 ほかはいかがですか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 では、徴収率の件と人員の件の２件を委員長報告に盛り込むというこ

とでよろしくお願いいたします。それでは、以上で文教厚生委員会を閉会いたします。


